
「法人向け情報提供サービス利用約款」における当行所定等の文言についての補足説明 

 

第７条（会員情報の取扱い） 

 ７．当行は、当行が定める所定の期間（解約後５年）を経過したときは、会員情報を廃

棄することができるものとします。 


